
参考１

福祉タクシー利用料金等助成事業概要

(1) 始 期 昭和54年４月１日

(2) 事 業 内 容

在宅の身体障がい者 (児) ，知的障がい者 (児) 及び精神障がい者 (児) が外出にタクシーを利用する際におけ

る運賃の一部，又は自家用車を利用する際における燃料費の一部を助成し，生活圏の拡大と福祉の増進を図る｡

(3) 助 成 対 象

区 分 等 級 区 分 等 級

在宅の視覚障がい １・２級 在宅の内部障がい（ぼうこう・直腸機能障がい） １ 級

在宅の下肢機能障がい １・２級 在宅の内部障がい（小腸機能障がい） １ 級

在宅の体幹機能障がい １・２級 在宅の内部障がい（免疫機能障がい） １ 級

在宅の移動機能障がい １・２級 在宅の内部障がい（肝臓機能障がい） １ 級

在宅の内部障がい（じん臓機能障がい） １ 級 在宅の知的障がい 療育手帳Ａ判定

在宅の内部障がい（呼吸器機能障がい） １ 級 在宅の精神障がい（令和元年６月から対象） １ 級

在宅の内部障がい（心臓機能障がい） １ 級 市長が特に認めた者 －

※ 市長が特に認めた者は，平成24年３月31日まで経過措置対象者であった者

※ 入院中の方や施設に入所中の方は対象外

(4) 助 成 基 準 令和２年度から福祉タクシー乗車券・自動車燃料給付券共通券１枚600円を年間24枚交付する｡

(年度途中に交付対象となった場合は，１か月につき２枚交付。)

(5) 助 成 状 況

区分 年度 R元 R２ R３

視 覚 459 416 408

下 肢 678 625 612

体 幹 253 227 216

移 動 27 24 25

じ ん 臓 997 916 969

呼 吸 器 44 34 41

交付者数 心 臓 1,578 1,519 1,568

（人） ぼうこう・直腸 1 1 0

小 腸 9 8 10

免 疫 5 4 3

肝 臓 27 23 25

療 育 手 帳 468 455 461

精 神 122 101 92

経 過 措 置 40 37 31

合 計 4,708 4,390 4,461

助 成 額（千円） 46,018 50,925 56,307

(6) 令和４年度助成見込み

区分 等級等 等級 人数（人）区分 等級等 等級 人数（人）

在宅の視覚障がい １・２級 458 在宅の内部障がい(ぼうこう・直腸機能障がい) １ 級 1

在宅の下肢機能障がい １・２級 670 在宅の内部障がい(小腸機能障がい) １ 級 9

在宅の体幹機能障がい １・２級 254 在宅の内部障がい(免疫機能障がい) １ 級 5

在宅の移動機能障がい １・２級 27 在宅の内部障がい(肝臓機能障がい) １ 級 26

在宅の内部障がい(じん臓機能障がい) １ 級 987 在宅の知的障がい 療育手帳A判定 468

在宅の内部障がい(呼吸器機能障がい) １ 級 43 在宅の精神障がい １ 級 127

在宅の内部障がい(心臓機能障がい) １ 級 1,594 市長が特に認めた者 － 39

合 計 4,708


